
源
頼
朝
の
挙
兵
と
諸
国
の
目
代

野

口

実

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、
武
士
論
と
く
に
地
方
武
士
の
存
在
形
態
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
受
領
あ
る
い
は
知
行
主
の
政
治
的
立
場
を
前
提

に
当
該
国
の
在
庁
に
連
な
る
有
力
武
士
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
方
法
が
一
般
で
あ
っ
た１

）
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
近

年
、
国
衙
在
庁
機
構
を
統
括
す
る
目
代
が
政
治
的
に
も
主
体
的
な
動
き
を
示
し
う
る
存
在
で
あ
り
、
受
領
の
任
国
支
配
の
上
で
は
目
代

こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
在
庁
官
人
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る2

）
。

し
か
り
と
す
れ
ば
、
治
承
・
寿
永
内
乱
期
に
お
け
る
諸
国
武
士
団
の
動
き
も
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
再
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
典
籍
類
も
含
め
た
史
料
を
博
捜
し
て
当
該
期
の
目
代
を
検
出
し
、
そ
の
出
自
や
存
在
形

態
を
概
括
し
た
上
で
、
鎌
倉
幕
府
成
立
の
震
源
地
で
あ
る
坂
東
諸
国
を
対
象
に
、
そ
の
動
向
、
さ
ら
に
は
歴
史
的
な
役
割
に
つ
い
て
若

干
の
検
討
を
加
え
る
作
業
を
試
み
た
い
。
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注（
１
）
私
自
身
、
拙
著
『
坂
東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
一
九
八
二
年
）
の
第
三
章
「
平
氏
政
権
下
の
坂
東

武
士
団
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
平
家
が
国
衙
在
庁
機
構
を
通
し
て
国
内
の
武
士
団
の
組
織
化
を
図
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
平

家
知
行
・
受
領
国
と
そ
れ
以
外
を
分
け
て
分
析
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
方
法
の
有
効
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の

論
文
を
執
筆
し
た
段
階
で
は
、
目
代
を
知
行
国
主
な
い
し
は
受
領
と
政
治
的
に
一
体
の
存
在
と
し
て
理
解
し
て
い
た
点
に
問
題
が
あ
る
。

（
２
）
以
下
の
一
に
掲
げ
た
①
〜
⑦
の
研
究
（
と
く
に
⑦
｜
ｂ
〜
ｄ
・
ｆ
・
ｇ
・
ｉ
〜
ｍ
）。

一

諸
国
目
代
に
関
す
る
先
行
研
究

ま
ず
、
中
世
成
立
期
に
お
け
る
諸
国
目
代
に
関
係
す
る
先
行
研
究
を
一
瞥
し
て
、
本
稿
の
論
点
に
関
わ
る
事
実
の
指
摘
や
論
者
の
見

解
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

①

五
味
文
彦
「
花
押
に
見
る
院
政
期
諸
階
層1

）
」

ａ

天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
正
月
の
除
目
の

議
に
お
い
て
、
史
巡
の
二
番
目
の
候
補
に
挙
げ
ら
れ
た
小
槻
良
俊
は
陸
奥
の
藤
原

清
衡
の
も
と
に
下
向
し
て
い
て
問
題
視
さ
れ
た
が
、
結
局
大
隅
守
に
補
任
さ
れ
た
。
当
時
、
外
記
や
史
は
労
を
と
げ
て
叙
爵
さ
れ

宿
官
の
介
に
任
命
さ
れ
て
、
受
領
の
欠
が
空
く
の
を
待
つ
の
が
通
例
で
、
受
領
候
補
生
が
、
五
位
に
な
り
官
を
離
れ
る
と
す
ぐ
に

受
領
郎
等
や
目
代
と
し
て
活
躍
し
た
。

ｂ

外
記
や
史
は
五
位
と
な
っ
て
退
任
し
た
後
、
多
く
は
受
領
の
目
代
と
な
っ
て
遠
国
に
下
向
し
た
か
ら
、
そ
の
実
務
能
力
は
地
方

社
会
に
お
い
て
生
か
さ
れ
て
い
た
。
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ｃ

伊
豆
で
源
頼
朝
が
挙
兵
し
た
当
時
、
山
木
兼
隆
は
武
勇
の
目
代
、
史
大
夫
の
中
原
知
親
は
文
筆
の
目
代
と
し
て
平
時
忠
の
知
行

国
支
配
を
担
っ
て
い
た
。

ｄ

鎌
倉
幕
府
の
機
構
整
備
は
史
大
夫
や
外
記
大
夫
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
安
芸
国
高
田
郡
司
の
所
領
を
継
承
し
、
こ
れ
を
厳
島

社
に
寄
進
し
た
中
原
業
長
は
「
外
記
大
夫
」、
阿
波
に
上
陸
し
た
源
義
経
が
急
襲
し
た

田
良
連
（
阿
波
民
部
大
夫
成
良
の
叔
父
）

も
「
桜
間
外
記
の
大
夫
」
と
称
さ
れ
た
外
記
大
夫
で
あ
っ
た
。

②

飯
沼
賢
司
「
国
司
制
度
の
変
質2

）
」

ａ

平
資
孝
は
白
河
上
皇
の
近
親
と
し
て
知
ら
れ
る
藤
原
盛
重
の
所
領
丹
波
国
六
人
部
庄
の
沙
汰
人
だ
が
、
盛
重
が
相
模
守
で
あ
っ

た
と
き
は
そ
の
目
代
を
つ
と
め
た
。
彼
に
は
下
総
目
代
の
経
歴
も
あ
り
、
国
務
や
荘
務
を
請
け
負
う
「
渡
り
官
人
」
だ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。

③

野
中
寛
文
「
讃
岐
武
士
団
の
成
立３

）
」

ａ

「
公
」
を
実
名
の
通
字
と
し
、
右
衛
門
や
馬
寮
な
ど
の
武
官
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
橘
氏
の
一
族
が
、
十
二
世
紀
後
半
の
一
時
期

に
讃
岐
国
の
目
代
を
歴
任
し
て
お
り
、
彼
ら
は
在
庁
綾
氏
ら
国
内
の
有
力
者
と
密
接
な
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
の

こ
と
が
治
承
・
寿
永
内
乱
の
際
に
鎌
倉
に
下
っ
た
橘
公
業
が
頼
朝
軍
の
西
海
道
攻
め
に
際
し
て
讃
岐
国
の
武
士
を
統
率
す
る
立
場

に
立
つ
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

④

五
味
文
彦
「
政
治
と
文
化
の
空
間４

）
」
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ａ

文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
四
月
十
三
日
に
焼
失
し
た
院
御
所
六
条
殿
の
再
建
に
際
し
て
、
御
所
内

に
設
け
ら
れ
た
長
講
堂
の
造

営
を
担
当
し
た
の
は
院
分
国
播
磨
の
目
代
で
院
主
典
代
の
中
原
清
業
で
あ
っ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
清
業
が
こ
れ
以
前
に
平
頼

盛
の
後
見
と
し
て
、
鎌
倉
に
下
っ
て
源
頼
朝
と
平
頼
盛
の
連
絡
役
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
あ
る
ば
か
り
か
、
後
に
栄
西
が
幕
府

の
援
助
で
六
波
羅
の
北
側
に
建
仁
寺
を
建
て
た
と
き
に
奉
行
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
彼
は
朝
廷
と
幕
府
を
つ
な
ぐ

人
脈
の
一
人
と
い
え
よ
う
。

⑤

大
津
透
「
平
安
時
代
の
地
方
官
職５

）
」

ａ

『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
四
月
五
日
条
に
伊
予
守
源
頼
光
の
目
代
と
し
て
見
え
る
「
五
倫
朝
臣
」
は
小
野
五
倫
で
、

彼
は
外
記
出
身
で
受
領
の
経
験
も
あ
っ
た
。

⑥

守
田
逸
人
「
伊
賀
国
に
お
け
る
伊
勢
平
氏
の
展
開
｜
荘
園
公
領
制
成
立
期
に
お
け
る
現
地
社
会
の
動
向
｜
」６

）

ａ

平
家
貞
の
子
の
家
実
は
伊
賀
国
六
条
院
領
の
経
営
を
支
え
る
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
伊
賀
国
目
代
中
原
利
宗
の
目
代
と
し
て
国

衙
行
政
に
も
携
わ
っ
て
い
た
。

ｂ

目
代
中
原
利
宗
は
、
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
の
時
点
で
「
当
国
数
任
目
代
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
彼
が
数
代
の
国
司
に
わ
た

っ
て
目
代
を
勤
め
た
の
は
、
そ
の
実
務
能
力
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦

吉
永
壮
志
「
平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
目
代
の
具
体
像
｜
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
の
検
討
か
ら
｜
」７

）

ａ

地
方
行
政
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
目
代
に
主
眼
を
置
い
た
分
析
な
く
し
て
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
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の
地
方
支
配
を
解
明
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

ｂ

受
領
が
自
ら
の
意
で
近
親
縁
者
な
ど
の
関
係
者
を
目
代
に
任
じ
る
と
古
く
よ
り
解
さ
れ
、
目
代
は
受
領
の
忠
実
な
私
吏
と
み
な

さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

ｃ

受
領
が
交
代
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
代
は
そ
の
ま
ま
留
任
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
久
安
五
（
一
一
四

九
）
年
の
段
階
で
「
数
任
目
代
」、「
数
代
目
代
」
で
あ
っ
た
伊
賀
国
目
代
中
原
利
宗
が
確
認
で
き
る
。
受
領
の
任
期
に
関
係
な
く
、

数
代
に
わ
た
り
目
代
を
務
め
る
こ
と
も
あ
り
、
目
代
が
受
領
の
私
吏
で
あ
る
と
は
単
純
に
い
え
ず
、
受
領
と
の
個
人
的
関
係
の
み

で
目
代
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ｄ

近
江
・
加
賀
・
越
中
三
国
の
目
代
を
歴
任
し
た
善
大
夫
は
、
受
領
の
私
吏
で
は
な
く
、
一
定
程
度
自
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

ｅ

目
代
は
受
領
に
準
ず
る
位
階
を
持
ち
、
高
い
実
務
能
力
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

ｆ

も
と
も
と
受
領
が
有
し
て
い
た
郡
司
・
雑
色
人
解
任
権
が
目
代
の
手
に
帰
し
て
い
る
の
は
、
受
領
か
ら
一
定
程
度
自
立
し
た
目

代
が
国
内
に
お
け
る
人
事
権
な
ど
の
権
限
を
獲
得
し
、
国
内
支
配
を
優
位
に
進
め
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
。

ｇ

受
領
の
任
国
支
配
の
上
で
目
代
こ
そ
が
最
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
在
庁
官
人
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
受
領
側
と
在

庁
官
人
・
郡
司
な
ど
の
現
地
出
身
者
が
文
書
を
直
接
や
り
と
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
両
者
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た
し
た
存

在
、
そ
れ
が
目
代
で
あ
っ
た
。

ｈ

目
代
は
一
国
の
範
囲
を
越
え
、
様
々
な
交
流
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ｉ

平
安
時
代
後
期
の
目
代
を
介
し
て
の
受
領
に
よ
る
間
接
的
な
任
国
支
配
は
、
目
代
の
対
応
如
何
で
成
否
が
決
ま
る
面
を
も
っ
て

い
た
と
い
え
る
。
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ｊ

目
代
は
、
国
内
に
お
け
る
人
事
権
な
ど
の
様
々
な
権
限
を
梃
子
に
強
力
に
国
内
支
配
を
遂
行
し
た
。
国
内
の
住
人
か
ら
の
申
請

に
つ
い
て
も
受
領
に
取
り
次
が
ず
、
目
代
が
独
自
に
判
断
を
下
す
こ
と
が
あ
り
、
受
領
か
ら
の
下
達
の
み
な
ら
ず
、
国
内
か
ら
の

上
申
に
お
い
て
も
受
領
と
国
内
の
者
と
の
間
に
目
代
が
存
し
て
い
た
。

ｋ

留
守
所
内
の
在
庁
官
人
は
留
守
所
の
長
た
る
目
代
の
配
下
と
し
て
国
務
に
あ
た
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

ｌ

目
代
の
高
い
位
階
は
、
地
方
に
あ
っ
て
他
を
圧
倒
し
、
在
庁
官
人
は
目
代
に
従
属
す
る
立
場
で
、
国
務
の
一
端
を
担
っ
た
に
す

き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ｍ

受
領
と
そ
れ
に
準
ず
る
位
階
を
も
つ
目
代
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
し
っ
か
り
と
し
た
上
下
関
係
と
は
な
り
え
ず
、
目
代
が
受
領

の
指
示
に
従
わ
な
い
可
能
性
も
十
分
に
あ
っ
た
。

ｎ

目
代
は
文
化
的
交
遊
関
係
を
も
と
と
す
る
国
を
越
え
た
横
の
結
節
点
に
も
な
っ
て
お
り
、
当
該
期
の
地
方
支
配
、
文
化
交
流
を

支
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。

注（
１
）
五
味
文
彦
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
所
収
。

（
２
）『
長
野
県
史

通
史
編

第
一
巻

古
代
・
中
世
』（
一
九
八
九
年
）
第
五
章
第
二
節
。

（
３
）『
四
国
中
世
史
研
究
』
創
刊
号
（
一
九
九
〇
年
）
掲
載
。

（
４
）
五
味
文
彦
『
藤
原
定
家
の
時
代
｜
中
世
文
化
の
空
間
｜
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
第
三
章
。

（
５
）
山
中
裕
・
鈴
木
一
雄
編
『
平
安
貴
族
の
環
境
』（
至
文
堂
、
一
九
九
四
年
）
所
収
。

（
６
）『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
九
五
号
（
二
〇
〇
五
年
）
掲
載
。
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（
７
）『
待
兼
山
論
叢
』
第
四
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
掲
載
。

二

源
頼
朝
挙
兵
段
階
に
お
け
る
坂
東
諸
国
目
代
の
動
向

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
八
月
に
伊
豆
で
挙
兵
し
た
源
頼
朝
は
、
同
国
目
代
山
木
兼
隆
を
討
つ
と
、
軍
を
相
模
に
向
け
た
が
、
石
橋

山
合
戦
で
大
庭
景
親
の
率
い
る
追
討
軍
と
戦
っ
て
敗
れ
、
土
肥
実
平
の
手
を
借
り
て
真
鶴
岬
か
ら
安
房
に
逃
れ
る
こ
と
と
な
る１

）
。
一
方
、

頼
朝
に
呼
応
し
て
蹶
起
し
た
三
浦
氏
の
一
族
も
武
蔵
国
の
秩
父
平
氏
を
主
力
と
す
る
追
討
軍
に
衣
笠
城
を
攻
め
ら
れ
て
、
安
房
に
脱
出

す
る２

）
。

相
模
国
で
は
在
庁
系
の
三
浦
・
土
肥
（
中
村
）
氏
が
頼
朝
に
呼
応
し
、
大
庭
景
親
が
平
清
盛
か
ら
の
私
的
な
命
令
を
受
け
て
追
討
軍

を
編
成
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
目
代
の
動
静
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。

安
房
に
上
陸
し
た
頼
朝
は
当
国
の
住
人
安
西
景
益
に
「
在
庁
」
お
よ
び
「
京
下
り
の
輩
」
を
捕
ら
え
て
参
向
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
も
目
代
の
動
き
は
不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
の
安
房
の
知
行
国
主
は
、
後
に
朝
廷
に
お
け
る
親
頼
朝
派
公
卿

と
し
て
活
躍
す
る
吉
田
（
藤
原
）
経
房
で
あ
っ
た
。

上
総
に
は
、
平
忠
常
の
直
系
で
両
総
平
氏
の
族
長
的
立
場
に
あ
っ
た
上
総
広
常
が
上
西
門
院
領
玉
崎
庄
を
本
拠
に
周
辺
諸
国
に
も
及

ぶ
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
が
、
治
承
三
年
末
の
政
変
で
国
守
（
上
総
介
）
が
院
近
臣
の
藤
原
為
保
か
ら
平
家
の
有
力
家
人
で
坂
東
八
ヶ
国

の
侍
別
当
（
奉
行
）
と
な
っ
た
伊
藤
忠
清
に
交
代
す
る
と
、
忠
清
は
現
地
に
武
勇
の
目
代
と
し
て
高
倉
院
武
者
所
に

候
し
た
経
歴
を

持
つ
平
重
国
を
派
遣
し
て
上
総
氏
の
抑
圧
を
は
か
っ
た
ら
し
い
。
同
年
九
月
、
頼
朝
軍
と
こ
れ
に
応
じ
た
上
総
広
常
ら
の
軍
が
上
総
国

府
に
侵
攻
し
た
際
、
重
国
は
討
死
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
る
。
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下
総
で
も
目
代
は
「
平
家
方
人
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
素
性
な
ど
は
全
く
不
明
だ
が
「
も
と
よ
り
有
勢
の
者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
に
対
し
て
、
頼
朝
へ
の
参
向
を
決
め
た
八
条
院
領
千
葉
庄
を
本
拠
と
す
る
当
国
在
庁
の
千
葉
常
胤
は
、
子
息
の
胤
頼
・
孫
の
成
胤
を

も
っ
て
目
代
の
館
を
襲
撃
さ
せ
た
。
目
代
は
「
数
十
ば
か
り
の
輩
」
で
防
戦
に
つ
と
め
た
が
首
級
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

つ
い
で
頼
朝
軍
は
平
知
盛
の
知
行
国
で
あ
る
武
蔵
に
進
攻
し
た
。
秩
父
平
氏
ら
当
国
の
武
士
団
は
次
々
と
帰
降
し
た
が
、
知
盛
の
家

人
で
目
代
を
つ
と
め
て
い
た
武
藤
頼
平
も
頼
朝
が
武
蔵
国
府
に
入
っ
た
時
、
先
祖
が
源
義
家
か
ら
賜
っ
た
旗
を
掲
げ
て
馳
せ
参
じ
た
と

い
う３

）
。

十
月
、
頼
朝
は
相
模
に
入
り
、
鎌
倉
を
本
拠
と
定
め
た
。
し
か
し
、
大
庭
景
親
を
は
じ
め
と
す
る
在
地
武
士
の
多
く
は
都
か
ら
下
向

す
る
追
討
軍
へ
の
合
流
を
意
図
し
て
い
た
ら
し
く
、
頼
朝
に
参
向
し
た
の
は
富
士
川
合
戦
で
平
家
軍
が
大
敗
を
喫
し
た
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
合
戦
後
頼
朝
は
、
矛
先
を
転
じ
て
常
陸
に
向
か
い

七
郡
に
盤
踞
す
る
佐
竹
氏
を
攻
め
る
が
、
そ
の
際
国
府
で
叔
父
の
義
広

（
志
太
三
郎
先
生
）
・
行
家
（
新
宮
十
郎
）
と
会
見
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
相
模
・
常
陸
の
目
代
の
動
静
は
つ
か
め
な
い
が
、
結
局
国
衙
機
構
は
頼
朝
軍
に
接
収
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
頼
朝
が
直

接
進
攻
し
な
か
っ
た
上
野
・
下
野
に
目
を
転
ず
る
と
、
上
野
で
は
足
利
俊
綱
が
府
中
の
民
居
を
焼
き
払
っ
て
国
衙
を
掌
握
し
よ
う
と
す

る
動
き
を
見
せ
、
下
野
で
は
同
国
大
掾
小
山
政
光
の
妻
（
頼
朝
の
乳
母
の
一
人
・
後
の
寒
河
尼
）
が
、
武
蔵
に
入
っ
た
直
後
の
頼
朝
の
も

と
に
末
子
を
伴
っ
て
参
陣
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る４

）
。

以
上
、
頼
朝
挙
兵
直
後
の
坂
東

国
に
お
い
て
、
僅
か
な
が
ら
も
そ
の
可
能
性
の
あ
る
者
も
含
め
て
目
代
の
行
動
が
明
ら
か
な
の
は

上
総
・
下
総
・
武
蔵
の
三
ヶ
国
に
過
ぎ
ず
、
他
の
五
カ
国
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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注（
１
）
源
頼
朝
の
挙
兵
と
そ
れ
に
対
す
る
坂
東
武
士
団
の
対
応
、
頼
朝
軍
の
進
軍
経
過
に
つ
い
て
は
拙
著
『
坂
東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
２
）
房
総
半
島
に
お
け
る
頼
朝
の
進
軍
経
過
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
源
頼
朝
の
房
総
半
島
経
略
過
程
に
つ
い
て
」（
拙
著
『
中
世
東
国
武
士
団
の

研
究
』
髙
科
書
店
、
一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て

史
料
の
比
較
を
行
い
な
が
ら
詳
述
し
た
。

（
３
）『
続
群
書
類
従
』
所
収
『
武
藤
系
図
』。
武
藤
氏
は
秀
郷
流
藤
原
氏
に
属
し
、『
尊
卑
分

』
に
は
、
頼
平
の
祖
父
頼
氏
が
鎮
守
府
将
軍
源
頼

義
の

仗
を
つ
と
め
た
と
あ
り
、
頼
平
と
そ
の
父
資
頼
が
武
者
所
に

候
し
た
と
こ
ろ
か
ら
「
武
藤
」
と
号
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

（
４
）
寒
河
尼
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
寒
河
尼
と
小
山
三
兄
弟
」（『
日
本
歴
史
』
第
七
九
八
号
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
彼
女
に
は
在

京
奉
公
の
経
歴
が
あ
っ
た
か
ら
、
頼
朝
の
も
と
に
参
向
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
界
に
お
け
る
独
自
の
情
報
網
に
よ
る
可
能
性
も
想
定

さ
れ
よ
う
。

三

相
模
国
目
代
中
原
清
業
の
発
見

上
述
の
よ
う
に
、
源
頼
朝
挙
兵
の
時
点
に
お
け
る
安
房
・
相
模
・
常
陸
・
上
野
・
下
野
の
目
代
の
動
静
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
と
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
誰
が
目
代
に
在
任
し
て
い
た
の
か
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
の
人
物
の
経
歴
や
背
景
か
ら
行
動
の
類
推
は
可
能

で
あ
る
。
と
く
に
、
頼
義
以
来
、
河
内
源
氏
の
東
国
に
お
け
る
拠
点
と
な
っ
た
鎌
倉
が
所
在
し
、
頼
朝
の
挙
兵
に
三
浦
・
中
村
氏
ら
在

庁
系
の
有
力
武
士
団
が
呼
応
し
た
相
模
国
の
目
代
が
明
ら
か
に
出
来
れ
ば
、
鎌
倉
政
権→

幕
府
成
立
の
意
味
そ
の
も
の
も
問
い
直
す
材

料
を
得
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
吾
妻
鏡
』
に
も
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
に
も
相
模
目
代
は
見
い
だ
し
得
な
い
の
で
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あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
ま
さ
に
頼
朝
挙
兵
時
の
相
模
目
代
が
森
幸
夫
氏
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た１

）
。
こ
の
時
代
の
研
究
者
が
在
地
勢
力
の

問
題
ば
か
り
に
関
心
を
向
け
て
い
る
た
め
か
、
こ
の
森
氏
の
論
文
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
治
承
・
寿

永
内
乱
お
よ
び
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
に
と
っ
て
は
画
期
的
な
大
発
見
と
い
え
る
。

森
氏
は
、
平
家
都
落
ち
に
加
わ
ら
ず
に
京
都
に
留
ま
っ
た
も
の
の
、
木
曾
義
仲
入
京
後
に
鎌
倉
に
下
向
し
た
平
頼
盛
が
「
目
代
」
の

後
見
の
も
と
、
相
模
国
府
に
宿
し
た
と
い
う
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
十
一
月
六
日
条
の
記
事
に
注
目
し
、
こ
の
目
代
を
相
模
目
代
と
見
る

と
と
も
に
、
同
元
暦
元
年
四
月
一
日
条
に
「
頼
盛
卿
後
見
侍
清
業
」、
同
七
日
条
に
「
頼
盛
卿
後
見
史
大
夫
清
業
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

相
模
目
代
を
「
史
大
夫
清
業
」
に
比
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
史
大
夫
清
業
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
五
味
文
彦
氏
（
一

①
・
④
、
以
下
で

は
一
を
略
す
）
に
よ
っ
て
、
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
〜
同
三
年
に
頼
盛
が
大
宰
大
弐
に
在
任
し
た
と
き
に
大
宰
府
の
目
代
で
あ
っ
た
こ

と
や
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
頼
盛
の
知
行
国
で
あ
る
備
前
、
文
治
四
年
に
後
白
河
院
の
知
行
国
で
あ
っ
た
播
磨
の
目
代
を
つ
と
め

て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
清
業
は
ま
さ
に
目
代
を
職
能
と
す
る
「
史
大
夫
」
の
代
表
的
な
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
頼
朝

の
挙
兵
し
た
時
点
の
相
模
守
は
治
承
三
年
（
一
一
八
三
）
十
一
月
に
就
任
し
た
藤
原
範
能
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
寿
永
二
年
八
月
に
但
馬

守
に
遷
任
し
て
い
る
か
ら
、
頼
盛
下
向
時
の
相
模
守
は
不
在
で
、
範
能
の
目
代
を
つ
と
め
た
清
業
が
そ
の
ま
ま
在
国
し
て
い
た
と
森
氏

は
推
測
す
る
。
そ
れ
は
⑥
｜
ｂ
・
⑦
｜
ｃ
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

平
頼
盛
が
平
家
都
落
ち
に
加
わ
ら
ず
、
木
曾
義
仲
入
京
後
、
坂
東
に
下
っ
て
頼
朝
の
政
権
樹
立
に
積
極
的
に
協
力
す
る
姿
勢
を
示
し

た
こ
と
は
旧
稿
で
詳
述
し
た
と
こ
ろ
だ
が２

）
、
清
業
は
そ
の
手
足
と
な
っ
て
働
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
は
頼
盛
が
大
宰
大
弐
や
備
前
の

知
行
国
主
だ
っ
た
と
き
、
そ
の
目
代
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ば
頼
盛
に
と
っ
て
は
文
筆
の
郎
等
と
呼

ぶ
べ
き
存
在
で
あ
っ
た３

）
。
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頼
朝
の
挙
兵
に
際
し
て
、
相
模
国
で
は
大
庭
景
親
が
国
内
の
武
士
た
ち
を
動
員
し
て
追
討
軍
を
編
成
し
た
が
、
国
衙
在
庁
系
の
三

浦
・
中
村
氏
の
一
族
は
こ
れ
に
敵
対
す
る
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
も
っ
て
、
頼
朝
の
挙
兵
に
、
頼
盛
と
の
連
絡
の
も
と
で
、

こ
の
中
原
清
業
が
関
与
し
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。
少
な
く
と
も
相
模
国
内
の
状
況
は
清
業
か
ら
頼
盛
に
報
告
さ
れ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
坂
東
に
下
っ
た
頼
盛
は
八
条
院
｜
後
白
河
院
の
ル
ー
ト
で
京
都
と
の
政
治
折
衝
を
進
め
た
と
思
わ
れ
る
が
、
清
業
が
そ
の
後

白
河
院
の
北
面
に
列
し
て
い
た
こ
と
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る４

）
。
の
ち
に
彼
は
対
馬
守
の
官
途
を
得
て
お
り
、
子
息
の
章
清
は
左
衛
門

尉
に
任
官
し
て
幕
府
に

候
し
て
い
る
か
ら５

）
、
森
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
と
そ
の
一
族
は
頼
朝
か
ら
厚
遇
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。
彼
は
こ
れ
か
ら
の
通
史
叙
述
に
お
い
て
は
、
然
る
べ
き
評
価
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
い
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

注（
１
）
森
幸
夫
「
頼
朝
挙
兵
時
の
相
模
国
目
代
に
つ
い
て
」（『
無
為

無
為
』
第
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
２
）
拙
稿
「
北
条
時
政
の
上
洛
」（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
二
年
）。

（
３
）
実
際
、『
玉
葉
』
文
治
元
年
正
月
二
十
三
日
条
は
、
除
目
の
際
に
い
っ
た
ん
大
隅
守
に
任
じ
ら
れ
た
の
ち
対
馬
守
に
改
任
さ
れ
た
清
業
を

「
頼
盛
卿
郎
従
」
と
記
し
て
い
る
。

（
４
）『
後
白
河
院
北
面
歴
名
』（
小
松
茂
美
「
右
兵
衛
尉
平
朝
臣
重
康
は
い
た
｜
「
後
白
河
院
北
面
歴
名
」
の
出
現
｜
」
古
筆
学
研
究
所
『
水
茎
』

第
六
号
、
一
九
八
九
年
）。
な
お
、
拙
稿
「
下
野
宇
都
宮
氏
の
成
立
と
、
そ
の
平
家
政
権
下
に
お
け
る
存
在
形
態
」（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文

化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
二
六
号
、
二
〇
一
三
年
）
九
の
注

８
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）『
吾
妻
鏡
』
建
仁
元
年
九
月
十
五
日
条
。
ま
た
、『
続
群
書
類
従
』
所
収
『
坂
上
系
図
』
を
抄
出
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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字
岡
田
太
郎

従
五
位
下
豊
前
介

重
盛

清
重

堀
河
院
御
時
。
依
対
馬
守
源
義
親
同
心
被
誅
畢
。

鳥
羽
院
御
時
。
依
父
重
盛
勅
勘
事
。
乳
父
主
計

允
定
清
為
子
。
仍
号
中
原
。

従
五
位
下
大
宰
少
弐
史

使

左
少
尉
伯
耆
権
介
従
五
位
下

清
業

章
清

対
馬
守
後
白
川
院
北
面

後
鳥
羽
院
北
面

四

鎌
倉
幕
府
成
立
期
に
お
け
る
諸
国
目
代
の
評
価

治
承
・
寿
永
内
乱
を
表
象
す
る
の
は
戦
争
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
研
究
に
お
い
て
は
軍
事
的
な
側
面
が
照
射
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
。
し

か
し
、
川
合
康
氏
が
奥
州
合
戦
を
例
に
し
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
戦
争
に
も
戦
闘
と
い
う
現
象
の
背
後
に
シ
ビ
ア
な
政
治
が
存
在
し１

）
、

戦
闘
に
勝
利
し
た
後
に
も
占
領
地
に
対
す
る
軍
政
と
い
う
困
難
な
課
題
が
待
ち
構
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
王
朝
権
力
や
宗
教
勢
力
と
の

交
渉
も
そ
の
大
き
な
要
素
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
武
士
は
武
芸
・
戦
闘
の
プ
ロ
た
る
だ
け
で
は
新
た
な
政
権
は
生
み
出
せ
な
い
。

つ
ね
に
文
士
的
な
能
力
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
武
士
身
分
を
有
す
る
存
在
は
国
衙
・
荘
園
公
領
に
お
け
る
行
政
官
で
あ
り
、
し
か

も
在
京
活
動
に
よ
っ
て
、
中
央

権
門
と
個
別
の
関
係
を
結
ん
で
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
列
島
各
地
の
武
士
た
ち
と
「
一
所
傍
輩
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
有
し
て
い
た
か
ら
、「
鎌
倉
殿
」
の
政
権
は
西
国
に
も
支
配
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る２

）
。
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そ
う
し
た
東
国
武
士
の
中
に
は
西
国
の
目
代
に
登
用
さ
れ
る
者
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
梶
原
景
時
で
あ
る
。
彼
が
頼
朝
の
側
近
に
仕

え
て
「
能
吏
」
と
し
て
の
側
面
を
発
揮
し
た
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
頼
朝
の
挙
兵
以
前
か
ら
徳
大
寺
家
の
家
人
で
あ
っ
た

こ
と
も
手
伝
っ
て
同
家
の
知
行
国
で
あ
る
美
作
の
目
代
に
任
じ
て
お
り３

）
、
ま
た
、
武
蔵
の
武
士
大
井
実
春
は
、
因
幡
守
と
な
っ
た
中
原

（
大
江
）
広
元
の
も
と
で
、
同
国
の
目
代
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
。
旧
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
春
の
父
紀
実
直
は
源
仲
政
（「
源
三

位
頼
政
」
の
父
）
が
下
総
守
と
な
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
従
っ
て
下
総
国
衙
に
一
定
の
地
位
を
占
め
た
形
跡
が
あ
り
、
そ
の
後
、
武
蔵
に

目
代
と
し
て
下
向
し
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
も
、
こ
の
一
族
は
も
と
も
と
伊
勢
国
と
関
係
を
も
っ
て
い
た４

）
。
下
総
や
相
模
の
目
代
を

つ
と
め
た
平
資
孝
（
②
｜
ａ
）
や
伊
賀
国
の
「
数
任
目
代
」
で
あ
っ
た
中
原
氏
（
⑥
｜
ｂ
）
、
そ
し
て
讃
岐
国
の
目
代
を
歴
任
し
た
橘
氏

（
③
｜
ａ
）
と
同
じ
よ
う
に
目
代
を
家
職
と
し
て
い
た
徴
証
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

当
時
、
こ
れ
と
似
た
存
在
は
何
例
か
挙
げ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
貫
地
の
伊
勢
を
逃
れ
て
伊
豆
の
工
藤
介
茂
光
の
婿
と
な
っ
て
い

た
加
藤
景
員
は
伊
勢
目
代
の
子
と
伝
え
ら
れ
て
お
り５

）
、
ま
た
『

我
物
語
』
に
よ
る
と
、
茂
光
の
外
孫
に
あ
た
る

我
兄
弟
の
母
は
、

は
じ
め
伊
豆
の
目
代
左
衛
門
尉
仲
成
と
結
婚
し
て
一
男
一
女
を
な
し
た
と
い
う
し
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
八
月
、
甲
斐
源
氏
の

加
々
美
遠
光
が
頼
朝
の
分
国
で
あ
る
信
濃
の
国
守
に
補
さ
れ
る
と
、
そ
の
目
代
に
は
頼
朝
の
乳
母
比
企
尼
の
猶
子
比
企
能
員
が
登
用
さ

れ
て
い
る６

）
。
さ
ら
に
下
野
の
宇
都
宮
氏
の
一
族
が
、
源
義
朝
の
下
野
守
在
任
中
に
そ
の
目
代
を
つ
と
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は

別
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る７

）
。

諸
国
目
代
の
供
給
源
の
多
く
は
中
央
の
文
官
と
し
て

（
労
）
を
積
ん
だ
「
史
大
夫
」
な
い
し
は
「
外
記
大
夫
」
で
あ
っ
た
が
（
①

｜
ａ
・
ｂ
、
⑤
｜
ａ
）
、
逆
に
、
阿
波
の
桜
間
良
連
の
よ
う
に
、
地
方
武
士
の
中
に
そ
の
文
官
の
ポ
ス
ト
を
得
る
者
が
存
在
し
た
と
い
う

五
味
文
彦
氏
の
指
摘
（
①
｜
ｄ
）
は
重
要
で
あ
る
。
従
来
、
武
士
政
権
成
立
に
対
す
る
理
解
は
、
武
士
対
貴
族
、
地
方
（
東
国
）
対
中

央
（
京
都
）
の
図
式
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
実
は
そ
の
相
対
化
を
せ
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。
か
つ
て
石
井
進
氏
は
、
源
頼
朝
の
挙
兵
成
功
の
背
景
に
あ
っ
た
東
国
武
士
の
不
遇
を
指
摘
す
る
際
に
「
国
に
は
目
代
に
随
ひ
、

荘
に
は
預
所
に
仕
へ
て
、
公
事
雑
役
に
か
り
立
て
ら
れ
、
夜
も
昼
も
安
き
事
な
し
」
と
い
う
『
源
平
盛
衰
記
』
の
一
説
を
取
り
上
げ
ら

れ
た
が８

）
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
「
東
国
武
士
の
抑
圧
者
」
と
は
異
な
る
側
面
を
評
価
す
る
必
要
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
源
頼

朝
の
挙
兵
は
、
相
模
目
代
中
原
清
業
は
も
と
よ
り
、
京
都
な
い
し
は
畿
内
近
国
に
基
盤
や
強
い
関
係
を
持
つ
文
官
的
な
武
士
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
、
成
功
し
た
側
面
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

従
来
、
地
方
社
会
に
お
け
る
武
芸
専
業
者
と
し
て
野
蛮
な
側
面
で
の
み
捉
え
ら
れ
て
い
た
東
国
武
士
も
、
実
は
長
期
の
在
京
経
験
を

有
し
、
そ
の
間
に

候
し
た
権
門
の
も
と
で
列
島
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
同
輩
た
ち
と
「
一
所
傍
輩
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
結
び
、
和
歌

を
詠
む
程
度
の
教
養
も
積
ん
で
い
た
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た９

）
。
そ
う
し
た
鎌
倉
幕
府
成
立
期
の
状
況
理
解
と
の

相
関
の
中
で
、
あ
ら
た
め
て
国
目
代
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
行
う
必
要
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

注（
１
）
川
合
康
「
奥
州
合
戦
ノ
ー
ト
｜
鎌
倉
幕
府
成
立
史
上
に
お
け
る
頼
義
故
実
の
意
義
｜
」（
同
『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二

〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
八
九
年
）。

（
２
）
拙
著
『
源
氏
と
坂
東
武
士
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
拙
稿
「「
東
国
武
士
」
の
実
像
」（
拙
著
『
東
国
武
士
と
京
都
』
同
成
社
、
二

〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
一
〇
年
）。

（
３
）『
吾
妻
鏡
』
建
久
二
年
閏
十
二
月
二
十
五
日
条
。
な
お
、
梶
原
景
時
に
つ
い
て
は
、
山
本
幸
司
『
頼
朝
の
精
神
史
』（
講
談
社
、
一
九
九
八

年
）
な
ら
び
に
滑
川
敦
子
「
和
田
義
盛
と
梶
原
景
時
」（
拙
編
『
中
世
の
人
物

京
・
鎌
倉
の
時
代
編

第
二
巻

治
承
〜
文
治
の
内
乱
と
鎌

倉
幕
府
の
成
立
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
４
）
拙
稿
「「
京
武
者
」
の
東
国
進
出
と
そ
の
本
拠
地
に
つ
い
て
｜
大
井
・
品
川
氏
と
北
条
氏
を
中
心
に
｜
」（
拙
著
『
東
国
武
士
と
京
都
』、
初

出
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
摂
津
源
氏
と
下
河
辺
氏
」（
拙
著
『
東
国
武
士
と
京
都
』、
初
出
二
〇
一
〇
年
）。

（
５
）
拙
稿
「
流
人
の
周
辺
｜
源
頼
朝
挙
兵
再
考
｜
」（
拙
著
『
中
世
東
国
武
士
団
の
研
究
』、
初
出
一
九
八
九
年
）。

（
６
）
石
井
進
『
日
本
の
歴
史

第
一
二
巻

中
世
武
士
団
』（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）、
同
「
比
企
一
族
と
信
濃
、
そ
し
て
北
陸
道
」（『
石
井
進

著
作
集

第
五
巻

鎌
倉
武
士
の
実
像
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）。

（
７
）
拙
稿
「
下
野
宇
都
宮
氏
の
成
立
と
、
そ
の
平
家
政
権
下
に
お
け
る
存
在
形
態
」（
拙
著
『
東
国
武
士
と
京
都
』、
初
出
二
〇
一
三
年
）。

（
８
）
石
井
進
『
日
本
の
歴
史
７

鎌
倉
幕
府
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
年
）
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
拙
著
『
東
国
武
士
と
京
都
』
参
照
。

む
す
び
に

仏
教
文
化
の
伝
播
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
世
前
期
の
日
本
文
化
は
武
士
勢
力
の
発
展
と
そ
の
移
動
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

そ
の
具
体
的
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
幕
府
な
い
し
国
衙
・
守
護
所
な
ど
地
方
行
政
機
関
で
活
動
す
る
武
士
の
吏
僚
的
側
面

を
評
価
す
る
必
要
が
み
と
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
当
該
期
に
お
け
る
王
朝
政
府
の
政
治
構
造
や
身
分
秩
序
を
踏
ま
え１

）
、
こ
れ

ま
で
在
地
領
主
な
い
し
は
武
芸
専
業
者
、
あ
る
い
は
そ
の
心
性
面
の
暴
力
性
に
主
た
る
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
中
世
前
期
の
武
士
の

あ
り
方
に
つ
い
て２

）
、
彼
ら
の
行
政
官
・
文
化
人
と
し
て
の
機
能
に
着
目
し
、
そ
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
て
武
士
理
解
の
相
対
化
と
総
合

化
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に

坂
東
の
武
士
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
「
領

主
制
論
的
」
な
発
想
に
よ
る
も
の
が
多
く３

）
、
文
化
現
象
に
即
応
し
た
形
で
提
示
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
個
別
研
究
の
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実
証
的
成
果
を
新
た
な
観
点
か
ら
再
検
討
し
て
い
く
作
業
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
稿
が
「
武
士
論
」

「
平
家
政
権
論
」「
鎌
倉
幕
府
論
」、
さ
ら
に
は
中
世
前
期
地
方
社
会
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の
展
開
過
程
の
研
究
に
些
か
な
り
と
も
寄
与

す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（
１
）
元
木
泰
雄
『
院
政
期
政
治
史
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
）、
美
川
圭
『
院
政
の
研
究
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
の
業

績
か
ら
は
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
多
大
な
も
の
が
あ
る
。

（
２
）
武
士
職
能
論
の
到
達
点
は
、
髙
橋
昌
明
『
武
士
の
成
立

武
士
像
の
創
出
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
東
国
武
士
の
心
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
鎌
倉
武
士
の
心
性
」（
五
味
文
彦
・
馬
淵
和
雄
編
『
中
世
都
市
鎌
倉
の
実
像
と
境
界
』
高
志

書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
拙
稿
「
武
士
の
性
格
｜
中
世
武
士
像
は
多
様
で
あ
る
」（
歴
史
科
学
協
議
会
編
『
歴
史
の
「
常
識
」
を
よ
む
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一

五
年
）、
拙
著
『
東
国
武
士
と
京
都
』
の
「
序
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
平
成
二
六
年
度
共
同
研
究
「
中
世
前
期
に
お
け
る
吏
僚
系
武
士
と
、
そ
の
地
方
社
会
に
お

け
る
文
化
活
動
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者：

野
口
実
、
研
究
協
力
者：

岩
田
慎
平
・
坂
口
太
郎
・
畠
山
誠
・
山
本
み
な
み
）
に
よ
る

成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
当
該
共
同
研
究
の
成
果
と
し
て
は
、
岩
田
慎
平
「
実
朝
室
周
辺
の
人
々
を
め
ぐ
っ
て
｜
鎌
倉
前
期
公
武

関
係
史
に
関
す
る
一
考
察
」（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
『
紫
苑
』
第
一
三
号
、
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。
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